
（仮称）キヤノン柳町プロジェクトに係る条例方法審査書の公告に

ついて（お知らせ） 
 
標記指定開発行為について、川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年

川崎市条例第４８号）第１５条の規定に基づき条例方法審査書を公告いたしま

したのでお知らせいたします。 
 
１ 指定開発行為者 

キヤノン株式会社 

代表取締役社長 御手洗 冨士夫 

 
２ 指定開発行為の名称及び所在地 
  （仮称）キヤノン柳町プロジェクト 

川崎市川崎区柳町 70 番 1 
 
３ 条例方法審査書公告年月日 
  平成１７年５月１３日（金） 
 
４ 問い合せ先 
  キヤノン株式会社 施設部 建設技術課 
  東京都大田区下丸子三丁目 30 番２号 
  電話 ０３－５４８２－３８４５ 
 
 

（環境局環境評価室 担当） 
電話 ２００－２１５６ 

 
 
 
 
 

（仮称）キヤノン柳町プロジェクトに係る条例方法審査書 
（概要） 

      
     平成１７年５月 



はじめに  

 

 （ 仮 称 ） キ ヤ ノ ン 柳 町 プ ロ ジ ェ ク ト （ 以 下 「 指 定 開 発 行 為 」 と い う 。） は 、 キ ヤ

ノン株式会社（以下「指定開発行為者」という。）が、幸区柳町 70 番 1 の工場跡地、

約 11.5 � の区域において、トナーカートリッジ、インクカートリッジ等の生産設

備や金型を製造する生産開発棟、ソフトウエアの開発を行う研究開発棟等を建設す

るものである。  

 生産開発棟の主要施設としては、自動組立ラインの組立・試運転確認を行う生産

装置組立エリア、生産装置に使用する金型の製造を行う金型生産エリア及び金型の

精密測定を行うクリーンルームエリア等があり、切削加工機、三次元測定器等の設

備を設置するものである。  

研究開発棟の主要施設としては、ソフトウエアの開発を行う実験室エリア、ソフ

トウエアの機能・性能の評価を行う評価室エリア及びソフトウエアの稼働状況の確

認を行う環境試験室エリアがある ｡ 

 指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、平成 17 年１月

25 日 、 川 崎 市 長 あ て 本 指 定 開 発 行 為 に 係 る 指 定 開 発 行 為 実 施 届 及 び 条 例 環 境 影 響

評価方法書（以下「条例方法書」という。）を提出した。  

川崎市は、これを受けて公告・縦覧したが、市民等からの意見書の提出はなかっ

た。  

この条例方法書について、平成 17 年３月 10 日に川崎市環境影響評価審議会（以

下「審議会」という。）に諮問したところ、同年４月 26 日に審議会から答申があっ

たことから、この答申を踏まえ、条例第 14 条に基づき、条例方法書を作成したも

のである。  

 

 



 

１  指定開発行為の概要  

(1) 指定開発行為者  

  名  称：キヤノン株式会社  

  代表者：代表取締役社長  御手洗  冨士夫  

  住  所：東京都大田区下丸子三丁目 30 番 2 号  

 

(2) 指定開発行為の名称及び種類  

名称： (仮称 )キヤノン柳町プロジェクト  

種類：高層建築物の新設（第 2 種行為）  

 工場又は事業所の新設（第 1種行為）  

研究施設の新設（第 2種行為）  

   大規模建築物の新設（第 1 種行為）  

  （川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第 1 の 3 の項、 5 の項、

14 の項及び 15 の項に該当）  

 

(3) 指定開発行為を実施する区域  

位   置：川崎市幸区柳町 70 番 1 

区域面積：約 114,755 ㎡  

   用途地域：工業地域  

 

(4) 計画の概要   

 ア  目  的  

トナーカートリッジ、インクカートリッジ等の生産設備や金型を製造する

生産開発棟、ソフトウエアの開発を行う研究開発棟等の建設  

 



イ  土地利用計画  

土地利用区分  面積  構成比  備  考  

生産・開発棟  約 32,000 ㎡  約 28％  1 期工事完了時：約 13,000 ㎡  

研究・開発棟  約 4,000 ㎡  約 3％   

管理・厚生棟  約 5,000 ㎡  約 4％  
1 期工事完了時：約 2,000 ㎡、
付属棟含む  

厚生棟  約 2,000 ㎡  約 2％   

動力棟  約 10,000 ㎡  約 9％  1 期工事完了時：約 3,000 ㎡  

建

築

物  

小計  約 53,000 ㎡  約 46％   

緑  化  地  約 30,000 ㎡  約 26％   

駐車場、通路等  約 31,755 ㎡  約 28％   

合   計  約 114,755 ㎡  100％   

 

  ウ  建築計画の概要  

項  目  建築面積  延床面積  構 造 階   数  最高高さ 

生産・開

発棟 
約 32,000 ㎡  約 118,500 ㎡  鉄骨造 

地下１階、地上５

階 
約 30ｍ  

研究・開

発棟 
約 4,000 ㎡  約 69,000 ㎡  鉄骨造 

地下２階、地上 18

階 
約 86ｍ  

管理・厚

生棟 
約 5,000 ㎡  約 17,000 ㎡  鉄骨造 

地下１階、地上４

階 
約 25ｍ  

厚生棟 約 2,000 ㎡  約 5,000 ㎡  鉄骨造 
地下１階、地上２

階 
約 15ｍ  

動力棟 約 10,000 ㎡  約 20,000 ㎡  ＲＣ造 
地下１階、地上３

階 
約 30ｍ  

建

築

物  

合 計 約 53,000 ㎡  約 229,500 ㎡  －  －  －  

敷地面積  約 114,755 ㎡  

建ぺい率  46.19％  

容積率  199.99％  

緑被率  約 26％  

 



エ  施設計画の概要  

項   目  計画の概要  

生産・開発の内容  生産装置（自動組立ライン）・金型の生産  

生産・開発の主要施設  生産装置組立エリア、金型生産エリア、クリーンルームエリア等 

研究・開発の内容  ソフトウエアの開発  

研究・開発の主要施設  実験室エリア、評価室エリア、環境試験室エリア等  

従業員数  約 7,500 人（ 1 期工事完了時：約 800 人）  

施 設 運 用 日 数 及 び 時 間

帯  

年間運用日数： 240 日、時間帯（原則）： 8:30～ 17:00 

駐車場台数  約 820 台  

 



２  審査結果及び内容  

（１）全般的事項  

   本指定開発行為は、本事業に係る環境影響評価項目として、大気質、緑、騒

音、振動、廃棄物、景観、日照阻害、電波障害、風害、地域交通及び安全につ

いて予測、評価を行うとしており、その選定は概ね妥当である。  

条 例 環 境 影 響 評 価 準 備 書 （ 以 下 「 条 例 準 備 書 」 と い う ｡） の 作 成 に 際 し て は、

条例方法書に記載した内容に加え、本審査結果の内容を踏まえ、環境影響評価

の調査、予測及び評価を行うこと。  

      

（２）個別事項  

ア  大気質  

  本計画では、工事中における建設機械の稼働及び工事用車両の走行、供用

時における設備機器の稼働による大気質への影響について予測、評価を行う

としているが、設備機器の稼働による大気質への影響については、設備機器

の規模、排出ガスの性状等の各諸元を明らかにし、適切に予測、評価するこ

と。  

 

イ  緑（緑の質、緑の量、植栽土壌）  

  本計画では、供用時における緑の質、緑の量、植栽土壌について予測、評

価を行うとしており、その方法は概ね妥当であるが、計画地は、川崎駅周辺

地区緑化推進重点地区内に位置していることから、条例準備書の段階で、当

該緑化推進重点地区計画の基本方針、目標等を考慮し、緑化計画のコンセプ

トを明らかにすること。  

 

ウ  騒音及び振動  

    本計画では、建設時における建設機械の稼働及び工事用車両の走行、供用

時の設備機器の稼働に伴う騒音及び振動による影響について予測、評価を行

うとしており、その方法は概ね妥当である。  

   

エ  廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物、建設発生土）  

    本計画では、建設時における産業廃棄物及び建設発生土、供用時における



一般廃棄物及び産業廃棄物による影響について予測、評価を行うとしており、

その方法は概ね妥当であるが、事業特性からそれらの処理、処分方法及び低

減策について、条例準備書で具体的な内容を明らかにすること。  

 

オ  景  観  

    本計画では、計画建物の存在に伴う景観特性の変化、主要な眺望点からの

景観の変化及び圧迫感の変化について予測、評価を行うとしており、その方

法は概ね妥当であるが、計画地が川崎駅西口大宮町都市景観形成地区に隣接

していることから、景観については、当該地区の建築物群との関係を含めた

様々な視点を考慮のうえ、予測、評価を行うこと。  

 

  カ  日照阻害  

    本計画では、計画建物の存在に伴う日照阻害について予測、評価を行うと

しており、その方法は概ね妥当である。  

 

  キ  電波障害  

    本計画では、計画建物完成後のテレビ受信障害の範囲及び受信障害を受け

る家屋の棟数について予測、評価を行うとしているが、躯体の建ちあがりの

状況に応じて障害の発生が予想されることから、必要な対策について配慮す

ること。  

 

  ク  風  害  

  本 計 画 で は 、 計 画 建 物 の 存 在 に 伴 う 風 環 境 の 変 化 に つ い て 予 測 、 評 価 を

行うとしており、その方法は概ね妥当である。  

 

ケ  地域交通（交通混雑、交通安全）  

本計画では、建設時における工事用車両の走行、供用時における歩行者の

発生集中に伴う影響について予測、評価を行うとしており、その方法は概ね

妥当であるが、計画地に隣接する区域では、再開発事業が進められているこ

とから、予測、評価にあたっては、将来の隣接事業の進捗状況も考慮するこ

と ｡ 



 

コ  安  全（火災爆発等）  

  本 計 画 で は 、 供 用 時 に お け る 危 険 物 等 に 係 る 安 全 の 確 保 に つ い て 予 測 、

評価を行うとしており、その方法は概ね妥当である。  

 

（３）環境配慮項目に関する事項  

   条例方法書に記載した「地球温暖化」、「酸性雨」、「有害化学物質」、「資源」

及び「エネルギー」の各項目における環境配慮方針については、その積極的な

取り組みが望まれることから、環境配慮の具体的な実施の内容について、条例

準備書で明らかにすること。  

 

３  川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続き経過  

  平成１７年１月２５日  指定開発行為実施届及び条例方法書の受理  

       ２月  ２日  条例方法書公告・縦覧  

       ３月１０日  市長から審議会に条例方法書について諮問  

       ３月１８日  縦覧終了、意見書の締切り  

             縦覧者：２７人、意見書の提出：なし  

       ４月２６日  審議会から市長に条例方法書について答申  

 

４  川崎市環境影響評価審議会の審議経過  

平成１７年３月１０日  （仮称）キヤノン柳町プロジェクトに係る条例方法書

の審査について、市長より諮問  

       ３月１４日  審議会（現地視察）  

       ３月２９日  審議会（事業者説明及び審議）  

       ４月２５日  審議会（答申案審議）  

         ４月２６日  （仮称）キヤノン柳町プロジェクトに係る条例方法書

の審査結果について、審議会から市長あて答申  

 


